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労災・国立病院（注） 主な診療機能 両院の役割分担 診療連携の現状 

 
青森労災病院 
病床数：474床 
（一般474床） 
職員数：391名 

 
  

・整形外科疾患医療 
・リハビリテーション 
・二次救急医療  等 
【指定の状況】 
・地域医療支援病院 
・八戸圏域広域支援ﾘﾊｾﾝﾀｰ 
・二次救急医療機関 

重度心身障害児（者）等の領域は、
八戸病院に紹介 

・リハビリテーション適用患者（脳血管疾患
後遺症及び神経難病患者等）を青森労災病
院から八戸病院に紹介  
 
 
 
・内科・整形外科患者等を八戸病院から青
森労災病院に紹介 

     八戸病院 
病床数：138床 
一般138床 

（うち重心88床） 
職員数：119名 

・重症心身障害医療 
・リハビリテーション（脳血管疾患、   
 神経難病等） 等 

重度心身障害児（者）、リハビリ
テーション（脳血管疾患後遺症及
び神経難病患者等）以外の領域は、
青森労災病院に紹介 

東北労災病院 
病床数：553床 
（一般553床） 
職員数：586名 

     

・糖尿病医療 
・リハビリテーション 
・二次救急医療 等 
【指定の状況】 
・地域がん診療連携拠点病院 
・地域災害拠点病院 
・地域医療支援病院 
・二次救急医療機関 

心臓血管外科､脳外科､神経内科
の領域は、仙台医療センターに紹
介 

・患者の紹介・逆紹介 
  （平成22年度92件）  
 
・大腿骨骨折と脳卒中の地域連携クリティカ
ルパスに両院が参加（仙台医療センターで
受け入れた脳卒中、大腿骨骨折の救急患者
について、東北労災病院がリハビリを実施）  
  （平成22年度3件） 
 
 

 
 

仙台医療センター 
病床数：691床   
 一般643床  
  精神48床 
職員数：745名 

 

・救命救急医療 
・周産期母子医療 
・災害医療 等 
【指定の状況】 
・救命救急センター 
・地域周産期母子医療センター 
・エイズブロック拠点病院 
・地域がん診療連携拠点病院 
・基幹災害拠点病院 
・地域医療支援病院 

人工関節手術(整形外科領域)、糖
尿病(内分泌領域)、人工内耳手術
(耳鼻咽喉科)、高圧酸素治療領域
の一部は、東北労災病 
院に紹介 

両院の距離 5.7㎞ 

 両院の距離 5.5㎞ 

               近接７病院の主な診療機能等    
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労災・国立病院（注） 主な診療機能 両院の役割分担 診療連携の現状 

旭労災病院 
病床数：250床 
（一般250床） 
職員数：277名 

   

・アスベスト疾患医療 
・じん肺医療 等 
 
【指定の状況】 
・救急告示病院 

精神科領域は、東尾張病院に紹
介 

・患者の紹介・逆紹介 
 (平成22年度187件) 
 
・東尾張病院が旭労災病院に対し医師派遣
（平成18年12月から医師１名を週２回派遣） 
 
・旭労災病院の精神科臨床研修を東尾張病
院で実施 
(平成22年度3回) 

 
 

東尾張病院 
病床数：233床 
（精神233床） 
職員数：186名 

 

・心神喪失者等医療観察法に 
 基づく医療  
・精神科医療 等 
 
【指定の状況】 
・精神科応急入院指定病院 
・重症難病患者入院施設 
 確保事業協力病院 

精神科領域以外は、旭労災病院
に紹介 

 
大阪労災病院 
病床数：678床 
（一般678床） 
職員数：864名 

 

・がん医療 
・眼科疾患医療 
・急性心筋梗塞の急性期医療 
・二次救急医療 等 
 
 
【指定の状況】 
・地域がん診療連携拠点病院 
・二次救急医療機関 

呼吸器領域は、近畿中央胸部疾
患センターに紹介 

 

・患者の紹介・逆紹介 
(平成22年度1,354件) 
 

・機器の共同利用を通じた肺がんの地域連
携クリティカルパスの作成・運用 

 
・近畿中央胸部疾患センターが大阪労災病
院に対し医師派遣（週１回、呼吸器内科） 
※ 大阪労災病院は平成21年8月に呼吸器
外来開設 
 
・大阪労災病院が近畿中央胸部疾患セン
ターに対し医師派遣（週2回、整形外科）及
び呼吸器疾患分野以外の専門医派遣 
 
・アスベスト関連疾患も含めた呼吸器疾患の 

診断精度の向上を図るため、大阪労災病院
から近畿中央胸部疾患センターに呼吸器疾
患の画像診断チェックを依頼（平成22年度：
3,423件） 

 
 

近畿中央胸部疾患センター 
病床数：346床 
一般286床 
結核  60床 
職員数：319名 

 

・呼吸器疾患医療 
・結核医療 等 

 
【指定の状況】 
・エイズ拠点病院 

 

呼吸器領域以外は、大阪労災病
院に紹介 

 

両院の距離 0.8㎞ 

両院の距離 0.9㎞ 
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労災・国立病院（注） 主な診療機能 両院の役割分担 診療連携の現状 

山陰労災病院 
病床数：383床 
（一般383床） 

職員数：385名  

・脊椎疾患医療（せき髄損傷等） 
・脳卒中・急性心筋梗塞の急性期医療 
・二次救急医療 等 
【指定の状況】 
・地域医療支援病院 
・二次救急医療機関 

腎移植、肺がんや血液がんの患
者及び放射線治療を要する患者
を、米子医療センターに紹介 

・患者の紹介・逆紹介  
 （平成22年度237件） 
 
・地域連携クリティカルパス（がん）の会
合を実施（年２回） 
 
 
 
 

  

 米子医療センター 
病床数：250床 
（一般250床） 
職員数：228名 

・がん医療 
・腎疾患医療 等 
【指定の状況】 
・地域がん診療連携拠点病院 
・腎移植施設 
・地域医療支援病院 
・二次救急医療機関 

心臓血管外科、脳神経外科、整
形外科における脊椎の領域は、
山陰労災病院に紹介 

 
中国労災病院 
病床数：410床 
（一般410床） 
職員数：496名 

 
 

・周産期母子医療 
・リハビリテーション 
・二次救急医療 等 
【指定の状況】 
・地域周産期母子医療センター 
・地域災害拠点病院 
・地域医療支援病院 
・二次救急医療機関 
・地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ広域支援ｾﾝﾀー 

血液内科、精神科領域は、呉医
療センターに紹介 

・患者の紹介・逆紹介 
（平成22年度231件） 
 
 

 

 
 
 

呉医療センター 
病床数：700床 
一般650床 
  精神50床 
職員数：803名 

・救命救急医療 
・がん医療  
・脳卒中・急性心筋梗塞の急性期医療 
・周産期母子医療 
・小児救急医療 等 
【指定の状況】 
・救命救急センター 
・地域がん診療連携拠点病院 
・地域周産期母子医療センター 
・エイズ拠点病院 
・地域災害拠点病院 
・地域医療支援病院 

尿路結石（結石破砕療法）の患
者や経皮的骨形成術を 要する

患者を、中国労災病院に紹介 

両院の距離 2.0㎞ 

 両院の距離 6.1㎞ 
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労災・国立病院（注） 主な診療機能 両院の役割分担 診療連携の現状 

 
九州労災病院 
病床数：535床 
（一般535床） 
職員数：576名 

 
 

・整形外科疾患医療（外傷等） 
・リハビリテーション 
・二次救急医療 等 
 
【指定の状況】 
・地域医療支援病院 
・二次救急医療機関 
 

入院治療を必要とする精神疾患患
者やリスクの高い新生児疾患の患
者を、小倉医療センターに紹介 

・患者の紹介・逆紹介 
（平成22年度249件） 
 
 

 
 

小倉医療センター 
病床数：400床 
 一般350床 
   精神50床 

職員数：387名 

 

・周産期母子医療 
・小児救急医療 等 
 

【指定の状況】 
・地域周産期母子医療センター 
・地域医療支援病院 

・二次救急医療機関 
 

脳神経領域、泌尿器領域、耳鼻咽
喉科領域の患者や脳卒中後の作
業療法、言語療法を必要とする患
者を、九州労災病院に紹介 

（注）国立病院の病床数は平成23年4月1日現在、職員数は平成23年3月1日現在 
   労災病院の病床数（承認数）・職員数は平成23年4月1日現在 
 
 
 

両院の距離 5.7㎞ 
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 ○ 労災疾病等１３分野医学研究テーマについて、労働者健康福祉機構及び国立病院機構をフィールドとして主 

  任研究者が大規模医学研究を推進 

 

 ○ 労働者健康福祉機構及び国立病院機構所属の研究者は共同研究者として研究に参画して、国立病院機構の 

  ウェブベースの症例登録システムを利用して、主任研究者に対し、症例の提供等を実施   

          労災病院の医学研究に関する国立病院との連携 

○ 労災疾病等１３分野医学研究テーマについて、労働者健康福祉機構をフィールドとして主任研究者が研究を推進 

○ 国立病院機構所属の研究者は 共同研究者 として研究に参画して、 主任研究者に対し、症例の提供等を行っている 

  （アスベスト分野のみ実績あり。） 

１ 現在の連携について 

２ 将来の連携について 

症例データ 

の提供 

研究に係る 

30の労災病院 
144の国立病院機構病院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データクリーニン
グ 

臨床研究デザイン 
入力画面設計支援 

＜イメージ図＞ 
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国立病院と労災病院の統合メリット・デメリット   

 

  

 ・統合による本部管理部門のスリム化が可能。 

 

 ・病院間の診療連携がよりスムーズ。 

 

 ・臨床例、職歴調査等のデータ量を増加させることにより、疾病研究に有益に 

  活用。   

 

 

   

  ・国立病院職員と労災病院職員の給与等が異なる（黒字の国立病院の方が 

  赤字の労災病院よりも給与が安い）。厚生年金と共済年金の違いも有り、労 

  働条件などの統一化に向けた労使間の調整に時間を要し、直ちに解決でき  

  ない。 

  

 ・両法人の目標と到達状況が異なっている中で、統合により、国立病院の黒 

  字が労災病院の赤字病院を消すことのモラルハザード。 

メリット 

デメリット 
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   〈労災病院関係〉 
 
   ⑧ 労災病院の繰越欠損金等････････････････････････････････26 

 
   ⑨ 労働関係法人厚生年金基金の資産運用実績･････････ 30 

 
   ⑩ 労災病院の政策医療として新たに取り組むべき課題･･･････ 31 

    

   ⑪ 労災医療に精通した医師の養成･･･････････････････････32  
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         労災病院の繰越欠損金（独法移行後から22年度末） 

・廃止病院の欠損【▲７１億円(16～19年度)】 

 霧島､岩手､筑豊､珪肺､大牟田の各労災病院 

･独法移行に伴う資産の再減価償却 

        【▲１４０億円（16～18年度）】 

「全ての費用」に相当 
 する収益が不足 

事業費､人件費､減価償却費等の費用 
 ・薬品、医療材料 
 ・給与 
 ・建設設備等の維持管理費用（保守・法定点検等）      

  ・建物・機器等の減価償却費用  等 

 
 

診療収入、経営改善等による収益確保    

  ・入院基本料7:1等の上位施設基準取得 

  ・病床利用率の管理による患者数の確保 

  ・有料室の効率的運用 

  ・後発医薬品の使用拡大 

  ・コンサルタント導入等のIT経費効率化 等                           

通常の運営費用 

 繰越欠損金 
371億円（22年度末） 

通常の運営収益 

 
臨時・特殊な要因による費用 267億円 

 

全ての収益 
（16～22年末） 

全ての費用 
（16～22年末） 

･厚年基金運用 【▲５６億円（Ｈ16～22年度）】 
 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝに破綻等による影響 ▲１２０億円 

                   運用益     ６４億円    
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（単位：億円） 

   労災病院における当期損益の推移（H16～22年度） 

区 分 
年 度 

黒字へ転換 

年 度 

累 積 欠 損 額 ▲ 128 ▲ 201 ▲ 243 ▲ 291 ▲ 334 ▲ 384 ▲ 371 

▲128 

▲73 

▲42 ▲47 

▲ 7 
▲1 

13 
▲36 ▲50 

▲35 

-140 

-100 

-60 

-20 

20 

60 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

48 

主なマイナス要因と累積欠損額 

▲43 ▲51 

（億円） 

 0 

 第２期中期目標期間（～Ｈ２５） 第１期中期目標期間 

 

独法移行後204億円の改善 
（15年度 ▲191億円    22年度 ＋13億円） 

※   :  ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝによる影響額 

主なマイナス要因 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 

廃止病院の欠損 ▲ 26 ▲ 26 ▲ 15 ▲ 4       

ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ破綻等による退職給付費用の増         ▲ 36 ▲ 50 ▲ 35 

 発 
 生 
 額 

１９年度 ▲ １７０億円 ▲ 36  ▲ 24 ▲ 24 
２０年度 ▲ １７７億円 ▲ 25 ▲ 25 
２１年度    ９７億円  14  

※計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数においては合計と一致していないものがある。 27 



（単位：億円） 

（単位：億円） 

0 

20 

40 

60 

16 17 18 19 20 21 22 

59億円 

 

（億円） 

33億円 

27億円 26億円 25億円 
28億円 

４億円 

 
（年度） 

   労災病院の収支・現金預金等の推移（H16～22年度） 

現金預金等の推移 

各年度の収支 

 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

  収 入  ① 2,491 2,547 2,491 2,529 2,524 2,600 2,703 

  支 出  ② 2,463 2,522 2,465 2,525 2,497 2,567 2,644 

 収 支 ①-② 28 25 26 4 27 33 59 

16年度末 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年度末 22年度末 

現金預金､有価証券 749 806 906 955 992 997 1106 

区 分 
年 度 
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建物 

（参考）労災病院の投資的経費（建物・機器）の推移 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

22 20 28 35 18 
67 62 

63 
103 

56 
69 

73 

79 92 

144 

126 

113 
95 

83 

施設整備費補助金 

機器 

建物 

第１期中期目標期間 第２期中期目標期間（～Ｈ２５） 

（億円） 

自己資金 

【医業収入に対する減価償却費の割合】 

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度（対16年度比） 

労災病院 9.4% 9.8% 7.7% 7.1% 6.7% 6.6% 6.6%（▲30.1%） 

国立病院 8.1% 8.4% 6.7% 6.1% 5.8% 5.8% 6.1%（▲25.1%） 

一般病院(医療法人) 4.0% 3.9% 3.7% 3.5% 3.9% 4.2% - 

※労災病院、国立病院は損益計算書より「減価償却費/医業収益」として積算。一般病院は「病院経営管理指標」（医政局委託調査）の数値 

年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

投資的経費総額（億円） 229 249 197 199 174 145 154 

機 

器 

施
設
整
備
費 

補
助
金 

建 

物 

自
己
資
金 

※施設整備補助金なし 
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１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

運用利回り 18.33% 4.15% -10.85% -19.53% 20.61% -1.37%

運用資産額（億円） 1,485 1,569 1,409 1,135 1,371 1,348

＊運用利回りについては運用報酬控除前の数値であること。

＊「外国債券等」については国内株式、外国株式、外国債券の３資産の運用利回りを年度末の時価資産額で加重して算出したこと。

労働関係法人厚生年金基金の資産運用実績
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運用利回り

サブプライムローン問題等

により▲１０．８５％

リーマンショック等により

▲１９．５３％
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   労災病院の政策医療として新たに取り組むべき課題 

○ メンタルヘルス 

○ 過労死 

○ 治療と就労の両立支援（職場復帰を含む） 

○ せき損 

○ じん肺 

○ アスベスト関連疾患 

など、労災補償行政上、特に重要な分野 については、行政からの要請を受け、 具体的な研究テーマについては、 

機構が中期計画に示した上で承認を得て決定。 

１ 労災補償行政上、特に重要な研究分野を強化 

○ 各研究テーマ毎に、指定した主任研究者がいる労災病院に中核的な労災疾病研究センターを設置 

○ 各分野の診療実績、患者数、専門医等スタッフ配置状況等を勘案して適正なネットワークを構築。 

○ 他の公的病院を含めた労災指定医療機関もネットワークの中に位置付け、症例収集・情報交換等の連携を強化。 

○ 各労災疾病研究センターが主体となって、研究担当スタッフの確保、育成等を組織的に取り組む 

２ 労災疾病研究の中核的センターの設置と、その ネットワークの構築 

○ 機構本部の病職歴調査研究部門を強化し、労災疾病研究の基礎情報としての一層の活用に加え、内外で実施 

する疫学研究へのデータの提供により、データベースのさらなる活用を強化。 

３ 病職歴データベースの活用 
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               労災医療に精通した医師の養成（１） 

  

 
 
 
 
 
 
    

開 催 回 数 
（基礎・技術含） 

参 加 人 数 
（延べ数） 

１８年度 １８ 回 ７８２ 人 

１９年度 ２３ 回 １，０１９ 人 

２０年度 ２９ 回 １，２６４ 人 

２１年度 ２０ 回 ７０５ 人 

２２年度 ２１ 回 ６８７ 人 

【主な研修内容】 
 

 ◇ 基礎研修（講義） 
 

  ・ アスベスト関連疾患の診断と臨床 
  ・ アスベスト関連疾患の労災補償制度 
  ・ 職場におけるアスベストばく露の形態と具体例 

【主な実習内容】 
 

 ◇ 専門研修 
 

  ・ アスベスト関連疾患の胸部画像の読影 
  ・ アスベスト小体計測 
  ・ 中皮腫パネルの開催 

◆ アスベスト関連疾患技術研修（対外部医師） 
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           労災医療に精通した医師の養成（２） 

  

 
 
 
 
 
 
 
    

参 加 人 数 

１９年度 ３８ 人 

２０年度 ４８ 人 

２１年度 ３５ 人 

２２年度 ２４ 人 

 
【主な研修内容】 
 

 ◇ 講義科目 
 

  ・ 「粉じん障害防止規則」等の法制度やじん肺健康 
    診断の流れ、健康管理手帳制度 
 
  ・ じん肺に係る労災補償制度、労災認定の流れ等 
     
  ・ じん肺病変の進展に伴って発症する合併症 
    （肺結核、続発性気管支炎等）の特徴 
 
 

 
【主な実習内容】 
 

 ◇ 専門研修 
 

  ・ じん肺エックス線写真の読影 
    様々なじん肺症例のエックス線写真（１５例程度） 
    を読影し、陰影区分、管理区分の回答 
 
  ・ じん肺エックス線写真の読影結果の評価 
    各医師が読影した結果について、参加者全員で 
    評価を実施し、その後結果講評と解説 

※ 年１回の開催 

◆ じん肺診断技術研修（対外部医師） 
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            労災医療に精通した医師の養成（３） 

  

 
 
 
 
 
 
 
    

セミナー参加者 クリニカルフェロー受入 短期研修の受入 

１８年度 ３９ 人 １ 人 ２ 人 

１９年度 ５６ 人 ０ 人 １ 人 

２０年度 ５３ 人 １ 人 １ 人 

２１年度 ３３ 人 ０ 人 ２ 人 

２２年度 ５４ 人 １ 人 １ 人 

 
総合せき損センターにおいて、せき損医療に関する医師の養成を目的に以下の取組を実施。 
 
 ① 脊椎外科医を対象に毎年１回セミナーを開催。 
 

 ② 日本脊椎脊髄病学会における指導医養成施設としてクリニカルフェロー※の受入を実施。 
 

 ③ 日本各地から最短３日から最長１か月の短期研修の受入を実施。 
 
    ※クリニカル・フエロー申請基準 

 ① 日本整形外科学会専門医であること 
 ② 所属大学医学部整形外科講座の主任教授、または、研修病院での責任ある指導医の推薦  
    状を有すること  
 ③ 制度の目的目標に照らし合わせ、脊椎脊髄病の診療において将来に亘り積極的な貢献を 
    なす意志を明確に示すことができる者 

◆ 総合せき損センターでの取組 
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                                         労災医療に精通した医師の養成（４） 

  

 
 
 
 
 
 
    

 
 

   機構本部では、臨床研修医を指導する労災病院の中堅医師を対象に、労災医療（勤労者医療）の
講義を毎年取り入れている。 
 
 

１９年度 ２０ 年 度 ２１ 年 度 ２２ 年 度 ２３年度 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回※ 

各回受講者実数 ３０人 ３６人 ４１人 ４０人 ３８人 ３７人 ４５人 ３６人 
 

４５人 
(予定) 

年度合計受講者実数 ３０人 ７６ 人 ７８ 人 ８２人 ８１人 

※第９回は平成２４年１月１３日～１５日に開催予定。 

◆ 全国労災病院臨床研修医指導医講習会（機構本部主催） 

【講義概要】 
 

 「勤労者医療」の概念論と今後の勤労者医療を推進するうえでの重点課題を講義 
 

 （平成21年度）  「労災疾病等１３分野医学研究」の第２期スタートにあたり、今後の１３分野研究の進む方向 
  第4回・5回   性と「治療と職業生活の両立支援」の問題点や取り組むべき課題等について講義。 
 

 （平成22年度）  「労災疾病等１３分野医学研究」における重点分野である「両立支援」、「メンタルヘルス」分   
  第6回・7回   野の進捗状況と今後の展開を中心に講義。 
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                                 労災医療に精通した医師の養成（５） 

  

  
 
 
 
 
 
    

     

 初期臨床研修医を対象とした研修の中で、労災医療（勤労者医療）の講義を毎年取り入れ、知識と
技術の伝承を図っている。 

１９ 年 度 ２０ 年 度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回※ 

受講者 ２年次 受講者 ２年次 受講者 ２年次 受講者 １年次 受講者 １年次 受講者 １年次 受講者 １年次 

各回受講者実数 ５５ 人 ２４ 人 ３４ 人 ３０ 人 ４５ 人 ５５ 人 
５８ 人 
(予定) 

年度合計受講者実数 ７９ 人 ６４ 人 ４５ 人 ５５ 人 ５８ 人 

※第７回は平成２４年１月１８日～１９日に開催予定。 

【講義概要】 
 

 「勤労者医療」について、第２期中期目標で取り組む重点課題等を講義 
 
 （平成21年度） 「労災疾病等１３分野医学研究」の第２期スタートにあたり、今後の１３分野研究の進む方向 

            性と新規に立ち上げた「治療と職業生活の両立支援」分野について、その研究内容等を講
義。 
 
 （平成22年度） 「労働者健康福祉機構が進めるメンタルヘルス対策と両立支援事業」と題して、勤労者のメン   
            タルヘルス不調対策と治療と職業生活の両立支援を中心に講義。 
   
  

◆ 初期臨床研修医研修会（機構本部主催） 
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